
千葉市条例第６６号 

千葉市水道給水条例の一部を改正する条例 

千葉市水道給水条例（昭和５０年千葉市条例第６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に

下線で示すように改正する。 

 



改正前 改正後   
 （工事の施行等） 

第８条 給水装置工事の設計及び施行は、市長又は市長が水道法

（昭和３２年法律第１７７号。以下「法」という。）第１６条の

２第１項の規定により指定した者（法第２５条の３の２の規定に

より指定の効力が失われた者を除く。以下「指定給水装置工事事

業者」という。）が行う。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 指定給水装置工事事業者○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○が給水装置工事を施行する場合は、給水装置工事の

着手前に市長の設計審査及び材料検査を受け、かつ、給水装置工

事の完了後に市長の給水装置工事の完了検査を受けなければなら

ない。 

３ 指定給水装置工事事業者○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○は、給水装置について修繕に係る工事をしたとき

は、直ちに市長に報告しなければならない。 

４［略］ 

５ 第１項から第３項までに定めるもののほか、指定給水装置工事

事業者○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○に関し必要な

事項は、市長が別に定める。 

 

 

 （工事の施行等） 

第８条 給水装置工事の設計及び施行は、市長又は市長が水道法

（昭和３２年法律第１７７号。以下「法」という。）第１６条の

２第１項の規定により指定した者（法第２５条の３の２の規定に

より指定の効力が失われた者を除く。以下「指定給水装置工事事

業者」という。）が行う。ただし、災害その他非常の場合におい

て、市長が他の市町村長（地方公営企業法（昭和２７年法律第 

２９２号）第７条の規定により置かれた水道事業の管理者を含

む。以下同じ。）又は他の市町村長が法第１６条の２第１項の規

定により指定した者（法第２５条の３の２の規定により指定の効

力が失われた者を除く。以下「市外給水装置工事事業者」とい

う。）が給水装置工事を施行する必要があると認めるときは、こ

の限りでない。 

２ 指定給水装置工事事業者又は他の市町村長若しくは市外給水装

置工事事業者（前項ただし書の規定により施行する場合に限る。

以下同じ。）が給水装置工事を施行する場合は、給水装置工事の

着手前に市長の設計審査及び材料検査を受け、かつ、給水装置工

事の完了後に市長の給水装置工事の完了検査を受けなければなら

ない。 

３ 指定給水装置工事事業者又は他の市町村長若しくは市外給水装

置工事事業者は、給水装置について修繕に係る工事をしたとき

は、直ちに市長に報告しなければならない。 

４［略］ 

５ 第１項から第３項までに定めるもののほか、指定給水装置工事

事業者、他の市町村長及び市外給水装置工事事業者に関し必要な

事項は、市長が別に定める。 

 

 
 



 （給水装置の構造及び材質等） 

第９条［略］ 

２ 市長は、給水を受ける者の給水装置が市長又は指定給水装置工

事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その

者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止す

ることができる。ただし○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○、軽微な

給水装置工事に係るものであるとき、又は当該給水装置の構造及

び材質が政令第６条に規定する基準に適合していることが確認さ

れたときは、この限りでない。 

３・４［略］ 

 

別表第１ 

給水

装置 

用

途 

料金 

基本料金 従量料金     
専用

給水

装置 

一

般

用 

口径１３ミリメートル 

３８０円 

 

 

 

口径２０ミリメートル 

８９０円 

 

 

 

口径２５ミリメートル 

１，５９０円 

 

 

使用水量１立方メートル

から１０立方メートルま

での１立方メートルにつ

いて ５７円 

 

使用水量１０立方メート

ルを超え２０立方メート

ルまでの１立方メートル

について １５０円 

 

使用水量２０立方メート

ルを超え４０立方メート

ルまでの１立方メートル

について ２４４円 

 （給水装置の構造及び材質等） 

第９条［略］ 

２ 市長は、給水を受ける者の給水装置が市長又は指定給水装置工

事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その

者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止す

ることができる。ただし、他の市町村長若しくは市外給水装置工

事事業者の施行した給水装置工事に係るものであるとき、軽微な

給水装置工事に係るものであるとき、又は当該給水装置の構造及

び材質が政令第６条に規定する基準に適合していることが確認さ

れたときは、この限りでない。 

３・４［略］ 

 

別表第１ 

給水

装置 

用

途 

料金 

基本料金 従量料金     
専用

給水

装置 

一

般

用 

口径１３ミリメートル 

４７０円 

 

 

 

口径２０ミリメートル 

１，１０３円 

 

 

 

口径２５ミリメートル 

１，９７０円 

 

 

使用水量１立方メートル

から１０立方メートルま

での１立方メートルにつ

いて ６７円 

 

使用水量１０立方メート

ルを超え２０立方メート

ルまでの１立方メートル

について １７５円 

 

使用水量２０立方メート

ルを超え４０立方メート

ルまでの１立方メートル

について ２８５円 



 

口径４０ミリメートル 

６，３５０円 

 

 

 

口径５０ミリメートル 

１４，４００円 

 

 

 

口径７５ミリメートル 

３３，１００円 

 

口径１００ミリメートル

以上 市長が別に定める

額 

 

使用水量４０立方メート

ルを超え１００立方メー

トルまでの１立方メート

ルについて ３２６円 

 

使用水量１００立方メー

トルを超え５００立方メ

ートルまでの１立方メー

トルについて ４０４円 

 

使用水量５００立方メー

トルを超える１立方メー

トルについて ４４１円 

 

 

    
共用

給水

装置 

一

般

用 

使用水量１立方メートル

について ５７円 

 備考［略］ 

 

口径４０ミリメートル 

７，８６６円 

 

 

 

口径５０ミリメートル 

１７，８３７円 

 

 

 

口径７５ミリメートル 

４１，００１円 

 

口径１００ミリメートル

以上 市長が別に定める

額 

 

使用水量４０立方メート

ルを超え１００立方メー

トルまでの１立方メート

ルについて ３８０円 

 

使用水量１００立方メー

トルを超え５００立方メ

ートルまでの１立方メー

トルについて ４７１円 

 

使用水量５００立方メー

トルを超える１立方メー

トルについて ５１４円 

 

 

    
共用

給水

装置 

一

般

用 

使用水量１立方メートル

について ６７円 

 備考［略］   



附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第８条第１

項から第３項まで及び第５項並びに第９条第２項の改正規定は、公布

の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の別表第１の規定は、この条例の施行の日

（以下この項及び次項において「施行日」という。）以後の使用に係

る水道料金について適用し、施行日前の使用に係る水道料金について

は、なお従前の例による。 

３ 前項の場合において、給水装置の使用期間が施行日前から引き続い

ている給水装置の使用者に係る施行日以後最初に千葉市水道給水条例

第３０条の規定に基づき算定する水道料金は、使用水量を日々均等に

使用したものとみなして、日割によって計算する。 

４ 前項の規定により算定した水道料金の額に１０円未満の端数がある

ときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 


